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【 会 議 録 】（概要） 
 日時:令和６年(2024 年)５月９日（木）18:00～19：30 

会議名 
令和６年度越谷市自治基本条例推進会議

第１回会議 
場所 

越谷市役所 本庁舎４階 

庁議室 

件名 

議題 

 

１ 開会 

２ 委員自己紹介 

３ あいさつ 

４ 自治基本条例及び自治基本条例推進会議について 

５ 議事 

  協議事項 第８期推進会議の進め方について 

６ その他 

７ 閉会 

 

資料等 有  無 

出席者 

 

出席委員 

岡崎会長、小船副会長、小原委員、垣見委員、高橋委員、田仲委員、塚本委員、 

村田委員、守屋委員、関根委員、小倉委員、向笠委員、奥村委員、鎌田委員 

(１４名) 

欠席委員 

  中原委員（１名） 

事務局 

徳沢総合政策部長、野口総合政策部副参事(兼)政策課長、古海政策課調整幹 

倉澤同副課長、尾崎主任、大久保主任(６名) 

 

内 容 別紙 会議録（要旨）のとおり 

●合意・決定事項等 

 ・会長に岡崎委員、副会長に小船委員を選出した。 

・会議の円滑な進行のため、議事進行部分を副会長が務めることとなった。 

・第８期推進会議の協議事項について、事務局案の「条例の適切な運用に関する事項」及び「条

例の普及に関する事項」に加え、「条例の見直しに関する事項」を追加することとなった。 

・次回会議にて事務局から改めて「会議の進め方案及びスケジュール案」を示すこととなった。 

 ・令和６年度第２回会議を７月１０日（水）午後６時３０分から開催することとした。 
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会議録（要旨） 

 
１ 開会 

 

２ 委員自己紹介 

各委員から自己紹介いただいた。 

 

３ 会長及び副会長の選出・あいさつ（会長） 

・会長の岡崎委員、副会長に小船委員を選出した。 

・会議の円滑な進行のため、議事進行部分を副会長が務めることとなった。 

 

  『会長あいさつ』 

皆さん、こんばんは。このたび、第７期に引き続き会長を務めさせていただくことになりました岡崎

と申します。 

まずは、小船副会長におかれましては、私の事情により議事進行をお受けいただきありがとうござい

ます。また、委員の皆様におかれましてもご理解いただきましたことを深く感謝申し上げます。 

私といたしましても会議の代表者としての職責を全うすることはもちろんですが、越谷市自治基本条

例が越谷市のまちづくりにおいて適切に運用され、市民の皆さんに普及し、根づいていけるよう皆様と

一緒になってしっかりと考えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

最後に、当推進会議８期を迎えることになりましたが、引き続き円滑な会議運営にご協力をお願い申

し上げ、簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

  『副会長あいさつ』 

副会長として２年間、皆さんと共に有意義な会議を進めていきたいと思っておりますので、ぜひご協

力をお願いいたします。 

 

４ 自治基本条例及び自治基本条例推進会議について 

政策課から【資料 1】「自治基本条例及び自治基本条例推進会議について」に基づき説明した。 

 

（副会長） 

 

（委 員） 

ただいまの事務局からの説明につきまして、ご質問等あるいは確認したいことがあれ

ばお願いします。 

【発言者なし】 

 

 

５ 議事 

政策課から【資料 2】「第８期推進会議の進め方」に基づき説明した。 
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（副会長） 

 

 

 

 

 

 

 

（委 員） 

 

 

 

（副会長） 

（委 員） 

 

 

（副会長） 

（委 員） 

 

 

 

 

（副会長） 

（委 員） 

 

 

（副会長） 

 

（委 員） 

 

 

 

（副会長） 

 

（政策課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（副会長） 

 

ただいま事務局より説明がありましたが、第８期の推進会議の協議事項について大き

く分けて２つの協議事項がございます。１つ目は、第８期の推進会議の協議事項につい

てで、事務局の案では、条例の適切な運用について、そして条例の普及についての２点

を協議事項とする案でございました。 

 ２つ目が、この２点を協議事項とした場合の具体的な日程、スケジュール、会議の進

め方についてでございます。 

はじめに今期の推進会議の協議事項を決定させていただきたいと思いますが、今の説

明を踏まえてご意見等はありますでしょうか。 

条例の制定から 10数年経過しており、世の中がいろいろと変化しているので、変化に

応じた見直しも必要と思います。協議事項に見直しが含まれていないことから、直接協

議することはできないということでしょうか。見直しについても協議事項に含めてもら

いたいと考えます。 

ただいまのご意見に対して、ほかの委員さん、何かございますでしょうか。 

今の発言は、とても大切なことだと思います。一つの項目としてしっかり挙げること

によって、やはりそこに我々の意識も向きますし、どこかの中に入っているではなくて、

やはり見直しという項目は一つの項目としてしっかり載せるべきだと思います。 

ほかにございますか。 

条例の普及というよりは、市民主権、人間尊重という理念と参加の原則、協働の原則、

情報共有の原則という基本原則を知ってもらうことが普及だと思います。資料によると

普及率が 15.1%と低いことから、見直しの前に普及が大事なのではないかと思います。ま

た、さらに実効が伴うような指標を考えてみるなどのチャレンジを行ってみたいと考え

ます。 

ありがとうございます。ほかにはございますか。 

制定から 14 年経つ中で、状況も変わってきているため、見直しが必要とまでは言い切

れないが、事務局案の２つに絞らずに、次回以降、見直しも含め取り上げていただきた

いです。 

 皆さんの意見を整理させていただきますと、事務局案の２つを協議する中で見直しに

も触れていくということでよろしいでしょうか。 

いいえ、事務局案２つに加え、見直しという項目を３つ目に入れるということです。

そうしないと埋没してしまう可能性があるわけです。ここ数年の推進会議の経過を見て

いると、形骸化しているような気がしており、新たな項目を加え発展的な議論ができる

ような場になれるといいと思いました。 

分かりました。事務局案に加え、見直しについて追加した場合の流れについて事務局

へお伺いします。 

仮に今回、見直しを協議事項としてお取り上げいただいた場合、皆様でこの２年間に

わたってご協議いただきます。この中で、会議の意見として、見直すべきではないかと

か、こういった項目を追加したほうがいい、条文をこのような形で改正すべきなどの形

で出された意見は、第７期までと同様に報告書という形でまとめて、最後に会長、副会

長を通じて市長にご提出をいただき、その内容を皆さんの貴重なご意見として受け止め

ます。その後、市長が条例の見直しについて調査・審議すべきだと判断した場合には、

当審議会へ諮問をして、審議会として答申をいただくこととなります。その答申を受け、

必要があるといったことになれば、市としては条例改正に向けた手続きを行っていくと

いう流れになりますがよろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

 それでは、協議事項についてご意見等をいただきましたが、多数決で決めさせていた
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（会 長） 

 

 

（会 長） 

 

 

（会 長） 

 

（委 員） 

（副会長） 

 

 

（委 員） 

（副会長） 

（委 員） 

（政策課） 

 

 

（副会長） 

（委 員） 

 

（政策課） 

 

 

 

（副会長） 

（委 員） 

 

（政策課） 

 

 

 

（委 員） 

 

だければと存じます。 

 まず１番目が事務局案である条例の適切な運用についてと条例の普及についてという

２項目を協議事項とするということ、２番目が、事務局案に加え見直しの項目を追加す

るという２つの案について、多数決で決めさせていただきます。採決については、会長

のほうからお願いします。 

それでは、お諮りいたします。 

 １番目の事務局案に賛成の方、挙手願います。 

〔５名挙手あり〕 

次に、２番目の事務局案に加え見直しの項目を追加する案についてご賛同の方は挙手

願います。 

〔７名挙手あり〕 

採決の結果、２番目の事務局案プラス見直しということを協議事項として取り扱うと

いうことで決定させていただきますが、よろしいでしょうか。 

異議なし 

 それでは、皆さんからご意見をいろいろといただきましたが、次回以降の会議の進め

方やスケジュールについては、事務局で整理して、改めてスケジュール案として次回以

降の会議でお示しさせていだだきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

異議なし 

そのほか皆様から何かご意見等はありますでしょうか。 

条例について、疑問点がある場合はどこに相談すればいいですか。 

条例の内容また推進会議につきましてご質問等ございましたら、私ども政策課が事務

局となりますので、こちらのほうにご連絡をいただければ、メールや電話等で対応させ

ていただきます。 

ほかにございますか。 

可能であれば、この資料を前もっていただけると、事前に目をとおすことができて、

活発な意見が交換できると思います。 

ありがとうございます。こちらの資料につきましては、今回は初回ということで当日

の机上での配付とさせていただきました。次回以降につきましては、第７期と同様に、

会議の２週間前には皆様にご郵送またはメール等で送らせていただくことを想定してお

ります。 

ほかにございますか。 

質問なのですが、今後普及について協議する中で、これまでにどの程度普及策を行っ

てきたのかを教えていただきたいです。 

条例普及のため、パンフレットを転入の際にお配りしたり、条例制定時に皆さまに配

布したりしておりますが、このような過去の普及の取組みについては、実際に普及の議

論をする際に、資料としてまとめてご提示をさせていただく形をとりたいと考えており

ますがよろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

 

 

６ その他 

令和６年度第２回会議を令和６年７月１０日（水）の午後６時３０分から開催することとした。 

 

７ 閉会 


